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   滋賀県議会委員会条例の一部を改正する条例 

 滋賀県議会委員会条例（昭和31年滋賀県条例第28号）の一部を次のように改正する。 

「選挙管理 
 第２条第１号中「総務・政策・企業常任委員会」を「総務・企画常任委員会」に、 
                                       企業庁の 
 
委員会、人事委員会および監査委員の所管に属する事項 

を「選挙管理委員会、人事委員会、 
所管に属する事項                  」 

監査委員および収用委員会の所管に属する事項」に改め、同条第２号を次のように改める。 

 (2) 土木交通・警察・企業常任委員会 ９人 

土木交通部の所管に属する事項 

企業庁の所管に属する事項 

公安委員会の所管に属する事項 

第２条第５号を次のように改める。 

 (5) 教育・文化スポーツ常任委員会 ９人 

文化スポーツ部の所管に属する事項 

教育委員会の所管に属する事項 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


